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付 託 委 員 会 総務委員会  

※原文のまま記載  

（趣 旨）  

 世 界の 現状 がど うな って いる か。 主な ＯＥ ＣＤ 加盟 とロ シア の地 方選

挙権 の現 状  

（国 会図 書館 調べ ）  

ベル ギー ○     アイ ルラ ンド ○  オー スト ラリ ア△    イタ リア △  

デン マー ク○   ルク セン ブル ク○   オー スト リア △  ポル トガ ル△  

フィ ンラ ンド ○       オラ ンダ ○        カナ ダ△    スペ イン △  

ハン ガリ ー○  ニ ュー ジー ラン ド○        チェコ △    イギリ ス△  

アイ スラ ンド ○       ノルウ ェー ○       フラン ス△      スイス ▲  

韓国 ○       スロバ キア ○        ドイ ツ△    アメ リカ ▲  

スウ ェー デン ○         ロ シア ○      ギ リシ ャ△       日本 × 

○居 住ま たは 永住 権取 得が 条件  △ 居住 また は永 住権 取得 以外 が条 件   

▲一 部地 域で  ×付与 せず  

（出 典  http://www2.interbroad.or.jp/shimada/sanseiken _folder/vote

for.html）  

永住 外国 人に 地方 選挙 権が 全く 認め られ てい ない のは 日本 だけ であ る ｡  

 

調布 市自 由民 主党 創政 会は 、永 住外 国人 の地 方参 政権 につ いて は、 憲

法上 、選 挙権 は日 本国 民に のみ 認め られ ると 解釈 され てい るこ とか ら、

外国 人に 対す る地 方参 政権 の付 与は 認め られ てお らず 、… …  外国 人へ

の地 方参 政権 の付 与は 我が 国の 民主 主義 の根 幹に 関わ る問 題で 、慎 重な



検討が必要 であ り、我 が党 はこ れま での 国政 選挙 にお いて も、 参政 権の

導入 につ いて は受 け入 れる べき では ない との 立場 を 取 って いま す。  

 （令和 ２年 ３月 18日総務 委員 会議 事録 より ）  

 上 記発 言に 対し 、３ 点誤 解が あり ます 。  

 ① 憲法 上の 解釈 。 1995年の最 高裁 判決 は、 永住 者等 の外 国人 に地 方公

共団 体の 選挙 権を 付与 する こと は憲 法上 禁止 され てい るも ので ない

と判 示し てい ます 。  

 ② 民主 主義 の根 幹。 まさ しく 民主 主義 の根 幹に かか わる から 外国 の多

くの 国は 地方 参政 権を 認め てい るの です 。  

 ③ 国政 選挙 にお いて も。 私が 陳情 して いる のは 国政 選挙 では なく 地方

選挙 です 。  

 

自由 民主 党創 政会 の考 えは 国際 的に 見て 、も はや 日本 は特 異な 国と 映

る事 態を 招く 結果 を作 り出 して いま す。 そろ そろ 改め る時 期に 来て いる

ので はな いで しょ うか 。  

永住 外国 人に 地方 参政 権付 与 の 法的 措置 を求 める 意見 書提 出に 関す る

陳情 をい たし ます 。  


